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　子ども・子育て支援新制度とは、「子ども・
子育て支援法」「認定こども園法の一部改正」
「子ども・子育て支援法及び認定子ども園法の
一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく
制度のことです。教育・保育施設の確保、子育
て世帯への支援の充実を全国的に目指し、具体
的には、認定こども園などの普及による待機児
童解消、一時預かりの増加、放課後児童クラブ
の対象拡大が挙げられます。

子ども・子育て支援新制度は早ければ
来年4月から全国的にスタート予定
今年度、町は計画をつくり準備をすすめます
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子どもを安心して産み、育てられる環境づくりを目指します
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　町では、子育て支援の内容を定める「開成町子ども・子育て支援事業計画」を平成26年度内に策定します。
計画作りのための基礎情報として、子育て世帯の皆さんのニーズなどを把握するためにアンケート調査を行いま
した。結果がまとまりましたので、概要をお知らせします。詳しくは、町ホームページに掲載しています。

　町内在住の0歳から5歳のお子さんをお持ちの保
護者の方、762人を住民基本台帳から無作為で選
び、平成25年10月末から11月にかけてアンケート
調査へのご協力をお願いしました。調査票を配布
した762人のうち408人から回答をいただき、調査
票回収率は53.5％でした。

　いただいた意見をもとに、開
※　

成町子ども・子育
て会議で審議のうえ、開成町らしい子育て支援事
業計画の策定を進めます。計画案が出来たところ
で、再度町民の皆さんに意見を伺う機会（パブリ
ック・コメント）を設ける予定です。

※開成町子ども・子育て会議
　平成25年10月に発足した会議で、町民や子育て支援
関係者などで構成されています。町の子育て支援施策
について検討・評価を行い、昨年度は2回開催しまし
た。今年度は主に「開成町子ども・子育て支援事業計
画」について審議します。
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